
 

 

令 和 ３ 年  第７回 

博 多 区 選 挙 管 理 委 員 会 
 

 

                                                   令和３年４月８日 
 
 
 

議  題 
 
 
 

１ 議 案 
 

議案第25号 専決処分の承認を求めることについて 
 
議案第26号 選挙人名簿から抹消する者について 

   
  議案第27号 福岡県知事選挙における開票立会人の決定について 
 
  議案第28号 福岡県知事選挙における開票立会人の選任について 
 
  議案第29号 福岡県知事選挙における投票立会人の変更について 
   
   
２ その他 

  次回開催について 
開催日時  令和３年４月１１日（日） １０時００分～ 
開催場所  博多区役所３階 応接室 



議案第25号 

 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法施行令第 137条第１項の規定により，別紙のとおり専決処分したので，同条

第２項の規定により，これを報告し，承認を求める。 

 

  令和３年４月８日 

 

                           福岡市博多区選挙管理委員会 

                           委 員 長 石 田 正 明 

 

 

 

  



議案第26号 

 

 

   選挙人名簿から抹消する者について 

 

 選挙人名簿から次の者を抹消する。 

 

  令和３年４月８日 

 

                           福岡市博多区選挙管理委員会 

                           委 員 長 石 田 正 明 

 

 

 

１ 抹消する者の数 

   ５６１人     

 

  内 訳 

 死亡者             １１９人     

   市外へ転出後 4箇月を経過した者 ４４２人     

    

２ 抹消する者の氏名等 

   別冊のとおり 

 

３ 抹消年月日 

   令和３年４月８日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（根拠） 

 公職選挙法第 28条の規定による。  



議案第27号 

 

 

   福岡県知事選挙における開票立会人の決定について 

 

 令和３年４月 11日執行の福岡県知事選挙につき，博多区開票区において候補者から開票

立会人となるべき者として届出のあった次の者を開票立会人に決定する。 

 

  令和３年４月８日  

 

                           福岡市博多区選挙管理委員会 

                           委 員 長 石 田 正 明 

 

 

 

別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（根拠） 

 公職選挙法第 62条第２項及び第４項の規定による。 



議案第 28号 

 

 

   福岡県知事選挙における開票立会人の選任について 

 

 令和３年４月 11日執行の福岡県知事選挙につき，博多区開票区において候補者から届出

のあった開票立会人となるべき者が３人に達しないため，次の者を開票立会人に選任す

る。 

 

  令和３年４月８日  

 

                           福岡市博多区選挙管理委員会 

                           委 員 長 石 田 正 明 

 

 

 

別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（根拠） 

 公職選挙法第 62条第９項の規定による。 

  



議案第 29号 

 

 

   福岡県知事選挙における投票立会人の変更について 

 

 令和３年４月 11日執行の福岡県知事選挙における博多区の投票区の投票立会人を次のよ

うに変更する。 

 

  令和３年４月８日  

 

                           福岡市博多区選挙管理委員会 

                           委 員 長 石 田 正 明 

 

 

 

別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（根拠） 

 公職選挙法第 38条第１項の規定による。 

 



専決第１号 

 

   福岡県知事選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者の変更につ

いて 

 

 令和３年４月 11日執行の福岡県知事選挙における博多区の期日前投票所の投票管理者及

びその職務代理者を次のように変更する必要が生じたが，急施を要し，委員会を招集する

暇がないので，地方自治法施行令第 137条第１項の規定により，次のとおり専決処分す

る。 

 

  令和３年４月１日 

 

                           福岡市博多区選挙管理委員会 

                           委 員 長 石 田 正 明 

 

１ 福岡市博多区役所３階大会議室 

 (1) 投票管理者 
 
   別紙のとおり 

 

(2) 投票管理者の職務代理者 
 
  別紙のとおり 

 

２ さざんぴあ博多１階市民ロビー 

(1) 投票管理者 
 
  別紙のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（根拠） 

 地方自治法施行令第 137条第１項の規定による。 

 公職選挙法第 37条第２項及び同法施行令第 24条第１項の規定による。 

 公職選挙法施行令第 25条の規定による。 

 



男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

1 冷泉 2 2 4 4 1 5 0 0 0 6 3 9

2 奈良屋 1 0 1 14 13 27 0 0 0 15 13 28

3 御供所 3 1 4 2 1 3 0 0 0 5 2 7

4 大浜 0 5 5 5 11 16 0 0 0 5 16 21

5 千代第一 2 1 3 11 12 23 0 0 0 13 13 26

6 千代第二 3 4 7 6 1 7 0 0 0 9 5 14

7 吉塚 5 3 8 13 10 23 0 0 0 18 13 31

8 東吉塚 2 3 5 13 8 21 0 0 0 15 11 26

9 堅粕 2 4 6 16 17 33 0 0 0 18 21 39

10 東光 3 1 4 16 12 28 0 0 0 19 13 32

11 席田 2 2 4 9 7 16 0 0 0 11 9 20

12 月隈 1 6 7 10 5 15 0 0 0 11 11 22

13 東月隈 0 2 2 4 5 9 0 0 0 4 7 11

14 住吉 0 5 5 14 12 26 0 0 0 14 17 31

15 美野島第一 0 2 2 6 6 12 0 0 0 6 8 14

16 美野島第二 2 0 2 5 6 11 0 0 0 7 6 13

17 東住吉 1 0 1 13 10 23 0 0 0 14 10 24

18 春住 2 3 5 13 12 25 0 0 0 15 15 30

19 那珂第一 2 1 3 4 3 7 0 0 0 6 4 10

20 那珂第二 2 0 2 9 7 16 0 0 0 11 7 18

21 那珂第三 0 1 1 8 7 15 0 0 0 8 8 16

22 弥生 1 3 4 3 1 4 0 0 0 4 4 8

23 板付北 1 1 2 2 0 2 0 0 0 3 1 4

24 諸岡 1 1 2 6 2 8 0 0 0 7 3 10

25 板付 4 4 8 4 1 5 0 0 0 8 5 13

26 麦野 2 3 5 13 12 25 0 0 0 15 15 30

27 三筑北 1 0 1 3 0 3 0 0 0 4 0 4

28 三筑南 2 5 7 8 9 17 0 0 0 10 14 24

29 那珂南第一 1 3 4 3 4 7 0 0 0 4 7 11

30 那珂南第二 2 3 5 4 6 10 0 0 0 6 9 15

50 69 119 241 201 442 0 0 0 291 270 561

62 61 123 289 272 561 0 0 0 351 333 684

合計

計

前回（令和3年3月24日）分

抹 消 者 数 調

令和3年4月8日

博多区選挙管理委員会

番
号

投票区名

抹　　　　　消　　　　　者

死亡者 転出者 誤載者
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